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本年４ 月５ 日に、 金融経済教育推進機構が設立さ れま し た。 英語名称は

「 Japan Financial Literacy and Education Corporation」、 愛称はこ の頭文字

を と っ て「 J-FLEC」（ ジェ イ ・ フ レ ッ ク ） です。 また、 世代を 問わず優し く ポ

ジティ ブな印象を持っ ていただけるよう に親し みやすいロゴマーク を採用し ま

し た。 来月８ 月に本格稼働し 、 国民一人ひと り が、 より 自立的で安心かつ豊か

な生活を実現でき るよう 、 全国で広く 「 学びの場づく り 」 に取り 組みます。

金融経済教育推進機構金融経済教育推進機構のの取組み取組みとと

顧客の立場に立ったアドバイザー顧客の立場に立ったアドバイザーにに

求められる役割求められる役割

特別論考

金融経済教育推進機構　 理事長　 安藤 聡

C O N T EN T S

１ . 金融経済教育推進機構（ J-FLEC） の取組み

２ ． J-FLEC認定アド バイ ザー制度の創設

３ ． おわり に
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１ . 金融経済教育推進機構 

（ J-FLEC） の取組み

⑴ 金融経済教育推進機構 

（ J-FLEC） とは

J -FL E Cは、 一人ひと り

が描く フ ァ イ ナン シャ ル・

ウ ェ ルビ ーイ ングを実現し 、 自立的で持続可能

な生活を送る こ と のでき る 社会づく り に貢献し

ま す。 そのために、 金融リ テラ シー（ お金に関

する 知識・ 判断力） の 向上 を 図る プ ラ ッ ト

フ ォ ーマーと し て、 時代の移り 変わり と 個人の

多様性に即し た金融経済教育を提供し 、 今と 未

来の暮ら し をよ り 良く する 金融サービ ス の活用

や資産の形成と 活用を支援し ていき ま す。 読者

の皆様やその他関係者の方々と と も に、 官民一

体と なって、 国全体で広く 、 誰一人取り 残さ ず、

定期的に金融経済教育を受けら れる 機会を提供

する べく 、 取り 組んでいき たいと 考えていま す。

J -F L E Cは、 ①講師派遣事業、 ②イ ベン ト ・

セミ ナー事業、 ③「 J -FL E Cはじ めてのマネー

プラ ン」 無料体験事業（ 個別相談の無料体験事

業）、 ④「 J-FLECはじ めてのマネープラ ン」 割

引ク ーポン配布事業、 ⑤学校等への支援事業に

取り 組みま す。 そし て、 こ れら を支える 根幹と

なる のが、 一定の中立性を有する 顧客の立場に

立ったアド バイ ザーをJ -FL E Cが認定・ 公表す

る 「 J -FL E C認定アド バイ ザー制度」 です。 本

節では、 前述の事業のう ち、 ①講師派遣事業と

③「 J -FL E Cはじ めてのマネープラ ン」 無料体

験事業、 そし て各地域における 連携に向けた取

組みについてご紹介し ま す。 J-F L E C認定アド

バイ ザー制度については、 次節で後述し ま す。

他の事業等について は、 後述のJ -F L E C公式

ウ ェ ブサイ ト 等をご覧く ださ い。

⑵ 講師派遣事業

J -FL E Cは、 ８ 月から 、 全国の企業や学校等

に一定の要件を満たし たJ -F L E C認定アド バイ

ザー（ J -F L E C講師） を派遣し 、 出張授業（ 無

料） を 行う 講師派遣事業の受付を 開始し ま す。

こ の講師派遣では、 年齢層別に最低限身に付け

る べき 金融リ テラ シーを体系的に整理し た「 金

融リ テラ シー・ マッ プ」 に沿った研修・ 授業を

実施し ま す。 例えば、 小学生向けの出張授業で

あれば、 おこ づかいの使い方や貯め方、 お金の

流れ、 ト ラ ブルの事例等が主な学習内容と し て

考えら れま す。 ま た、 就職前後の世代である 大

学生や若手社会人向けには、 家計管理や給与明

細の見方、 資産形成の基本、 奨学金等をお伝え

する こ と が考えら れま す。

こ う し た中、 学校への講師派遣はも と よ り 、

J -FL E Cと し ては、 職域教育を強化し ま す。 多

忙な働き 手にと って身近な場で学ぶ機会を得ら

れる メ リ ッ ト は大き いと 考えています。 また、 従

業員の経済的な安定を支援する 取組みは「 フ ァ

イ ナンシャ ル・ ウ ェ ルネス 」 と 呼ばれ、 従業員

エンゲージメ ント の向上を通じ て、 企業価値向

上に繋がる と 指摘さ れていま す。 そのため、 中

小企業を含む幅広い企業経営者や人事・ 福利厚

生担当者の中には、 従業員の新規採用やリ テン

ショ ン強化、 すなわち人的資本への投資の観点

から 、 職域での金融経済教育の開始ある いは充

金融経済教育推進機構の取組みと

顧客の立場に立ったアドバイザーに

求められる役割

特別論考

金融経済教育推進機構 

理事長　 安藤 聡
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実を検討する ケース も 増えてく る のではないで

し ょ う か。 J -F L E Cと し ては、 フ ァ イ ナンシャ

ル・ ウ ェ ルネス の実現に向け、 講師派遣事業を

通じ て、 こ う し た企業を支援し ていき ま す。

⑶ 「 J-FLECはじめてのマネープラン」 

無料体験事業（ 個別相談の無料体験事業）

こ の事業では、 お金に関する アド バイ ス の価

値や意義を知っていただく き っかけと する ため、

一定の要件を 満た し たJ -F L E C認定ア ド バイ

ザー（ J -FL E C相談員） によ る 個別相談の無料

体験を提供し ま す。 無料体験は最大１ 時間の事

前予約制で、 例えばラ イ フ プラ ンの立て方や家

計の見直し 、 金融資産の運用、 リ タ イ アメ ント

プラ ン等について、 個人の状況に寄り 添ったア

ド バイ ス を提供し ま す。

ま た、 こ の個別相談と 併せ、 J -F L E Cでは、

お金に関する 疑問や質問について、 J -F L E C相

談員が回答する 電話相談窓口を設置し ま す。 電

話相談は最大30分で事前予約不要です。 家計の

見直し やNI S A等の制度、 金融ト ラ ブルへの対

応方法等、 お気軽に相談いただける 場にし たい

と 考えていま す。

⑷ 各地域における連携

J -F L E Cは、 全国に広く 教育の機会が提供さ

れる よ う 、 地方を含め「 学びの場づく り 」 に取

り 組んでいきます。 こ のために、 J-FLECは、 各

地域の実情を踏ま えつつ、 全国における 金融経

済教育の抜本的な拡充を目指し 、 各都道府県の

金融広報委員会や各地の銀行協会、 日本証券業

協会地区協会、 財務局等、 地域の関係団体と の

連携を強化し ていき ま す。 特に、 地域における

教育の担い手のス キル向上に向けて、 都道府県

ごと にJ -FL E C認定アド バイ ザーが情報・ 意見

交換を行う 場（ J -F L E C認定アド バイ ザー等研

修会） を 設けま す。 こ のJ -FL E C認定アド バイ

ザー等研修会を 通じ て、 J -FL E C認定アド バイ

ザー同士のコ ミ ュ ニケーショ ン 機会を 創出し 、

他のJ -FL E C認定アド バイ ザーの取組みや好事

例等を 共有する こ と で、 J-F L E C認定アド バイ

ザーのス キル向上を 図り ま す。ま た、こ の研修

会では、J -F L E Cや各都道府県金融広報委員会

等から 、 各地域の取組みに関する 情報共有も 実

施し ま す。

こ う し た各地域における 教育の担い手のス キ

ル向上のほか、 前述の関係団体は、 各団体の活

動方針や、 金融経済教育のさ ら なる 普及・ 促進

に向け た 課題の共有およ び解決策について 、

し っかり と 意見交換をし ながら 、 全国各地にお

ける 「 学びの場づく り 」 に向けて、 官民一体と

なって各地域の地方公共団体や経済団体、 教育

機関等に積極的に働き かけを行っていき ま す。

２ ． J-FLEC認定 

アド バイ ザー制度の創設

⑴ J-FLEC認定アドバイザー制度とは

お金に関する 悩みについて気軽に相談し 、 継

続的に良質なアド バイ ス を受けら れる 環境の整

備が重要ですが、「 顧客にと っ て誰が信頼でき

る アド バイ ザーである かが分から ない」 等の課

題も 指摘さ れていま す。 こ れら の点を 踏ま え、

さ ま ざま な形で良質なアド バイ ス がよ り 広く 提

供さ れる よ う 、 J -F L E Cにおいて、 一定の中立

性を有し 、 顧客の立場に立っている と 評価し た

アド バイ ザー（ J -F L E C認定アド バイ ザー） を

認定・ 公表し ま す。

⑵ 認定プロセス

J -FL E C認定アド バイ ザーは、 J -F L E Cが定

める 要件に合致し 、 所定の審査を通過し た個人

のこ と を指し ま す。 J -FL E C認定アド バイ ザー

の認定に当たっては、 ①金融商品の組成・ 販売

等を行う 金融機関等に所属し ていないか、 ②金

融商品の組成・ 販売会社から 顧客に対する アド
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バイ ス の信頼性・ 公正性に影響を及ぼし 得る と

考えら れる 報酬を得ていないか等の要件を設け

ま す。 なお、 ①の要件については、 金融機関等

に現在所属し ている かを問う も のであり 、 過去

に金融機関等で勤務経験があり 、 既にこ れら の

金融機関等を退職さ れている 方については、 ①

の要件を満たすこ と になる と 考えていま す。

金融機関等への所属や金融機関から の報酬の

受領に関する 要件に加え、 アド バイ ス の提供に

有益な資格およ び一定の業務経験を有する こ と

等も J -FL E C認定アド バイ ザーの認定要件の一

つと する 予定です。 こ の「 有益な資格」 につい

ては、 CFP ®、 AFP 、 FP 技能士（ ２ 級以上） 等

が挙げら れま すが、 こ れら 以外の資格であって

も 、 申請があった場合には個別に検討する 予定

です。 ま た、 金融機関における 個人に対する 金

融商品の提案や販売に関する 経験は、 こ の「 一

定の業務経験」 の一つと し て考慮し ま す。

J -F L E C認 定 ア ド バ イ ザ ー に つ い て は、

J -F L E Cのウ ェ ブサイ ト において、 その氏名や

利用者がアド バイ ス を依頼する 際に参考と なる

情報（ 保有資格、 経歴、 得意分野、 報酬の目安、

自己P R、 実際にアド バイ ス を 受けた個人から

の評価等） を公表し ま す。 こ れによ り 、 一定の

中立性を有し 、 顧客の立場に立っている と 評価

可能なアド バイ ザーの「 見える 化」 を進め、 個

人が信頼でき る アド バイ ザーにアク セス し やす

い環境の整備を図り ま す。

こ のほか、 J-F L E C認定アド バイ ザーに対し

ては、 J -FL E Cが、 よ り 充実し た教育を行って

いただく ために必要な研修を提供する ほか、 前

述し た「 J -FL E C認定ア ド バイ ザー等研修会」

を通じ て、 所在地域の関係団体やJ-F L E C認定

アド バイ ザーと 情報・ 意見交換する 場を提供し 、

支援し ま す。

J -FL E C認定アド バイ ザーの募集は、 ８ 月か

ら J -F L E Cのウ ェ ブサイ ト を 通じ て行いま す。

こ れま で各業界団体で講師を務めてこ ら れた方

やその他J-F L E C認定アド バイ ザーになり 得る

方々から は、 J -F L E C認定アド バイ ザーへの登

録について、 既に高い関心が寄せら れており ま

す。 J -FL E Cと し ても 、 こ う し た期待の高ま り

を嬉し く 思う と と も に、 全国的に金融経済教育

を提供する ための担い手の確保に向けて、 し っ

かり と 取り 組んでいき たいと 考えていま す。

⑶ J-FLEC認定アドバイザーの役割とJ-FLECによる

個人への支援

J-FLEC認定アド バイザーの認定を受けた方に

は、 前述のと おり 、 J -FL E Cの講師や相談員を

務めていただき 、 国民の皆様にお金に関する 知

識を幅広く 伝えていただき たいと 考えていま す。

ま た、J-FLEC認定アド バイ ザーは、J-FLEC

の事業外において、 J -FL E C認定アド バイ ザー

の肩書の下で個別相談等を営むこ と が可能です。

こ の個別相談を 多く の方に利用いただく ため、

J -FL E Cは、 こ う し たJ -F L E C認定ア ド バイ

ザーが自ら の生業と し て提供し ている サービ ス

を利用する 個人に対し て相談料の一部を補助す

る 仕組み（「 J -FL E Cはじ めてのマネープラ ン」

割引ク ーポン配布事業） を実施し ま す。

日本には、 健康診断と は異なり 、 お金に関す

る 相談を身近な場で定期的に受ける 習慣が根付

いていないと 思いま す。 こ れら の取組みを通じ

て、 ホッ プ（ 一対多の講師派遣で一般的な知識

を 習得）・ ス テッ プ（ J -F L E Cの無料個別相談

で個人の状況に応じ たア ド バイ ス を 受ける ）・
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ジャ ンプ（ J -F L E C外の個別相談でよ り 詳細な

アド バイ ス を受ける ） の３ 段階で、 国民の皆様

がお金について継続的に安心し て良質な相談を

受けら れる よ う 、 支援し ていき たいと 思いま す。

３ ． おわり に

私たちは生き ていく ために、 日々お金を使っ

ていま す。 そのよ う なお金について、 家計簿で

日々の支出を管理し ている 方は多いかも し れま

せんが、 今後の長い人生において「 いつ、 いく

ら お金が必要か」「 そのために、 いく ら 貯める

必要があ る か」「 必要な お金を 貯める た めに、

最適なお金の管理・ 運用方法は何か」 について

真剣に向き 合ったこ と がある 方は、 あま り 多く

ないのではないでし ょ う か。

現代は、 金融・ 経済に関する 情報にあ ふれ、

ま た金融に関する さ ま ざま な手法を簡単に試せ

る 時代です。 国民一人ひと り がよ り 豊かな暮ら

し を送る ためには、 こ のよ う な状況をう ま く 活

用する こ と が重要です。 そのためには、「 お金

の知識」 を身に付け、 ま た時代や状況に応じ て

こ れをアッ プデート し ていただく こ と が求めら

れま す。

「 お 金の 知 識 を  あ な た の 力 に」。 こ れ が、

J-FLECのキャ ッ チフレ ーズです。

金融リ テラ シーの向上と は、 単に知識を習得

する にと ど ま ら ず、 その知識を適切な判断や行

動に結びつけら れる よ う になる こ と を意味し ま

す。

日本全体で金融リ テラ シーの向上を目指すた

めには、 J -F L E Cのみで全ての金融経済教育を

賄う のではなく 、 民間金融機関や教育機関、 関

係行政機関、 地方公共団体、 経済団体、 各都道

府県金融広報委員会等がし っかり と 連携をし つ

つ、 それぞれの特徴を生かせる 領域において役

割分担をし ながら 取り 組んでいく こ と が重要で

す。 民間金融機関の皆様におかれても 、 引き 続

き 、 よ り 良い形での顧客本位の業務運営を追求

し つつ、 専門的な知識に基づく 顧客へのアド バ

イ ス を提供し ていただく こ と を期待し ていま す。

そし て、 J-F L E C認定アド バイ ザーの皆様に

は、 J -F L E Cが持つ公的な性格を 生かし つつ、

国民の皆様それぞれの立場に立って、 お金に関

する さ ま ざま な学びをお手伝いし ていただき た

いと 考えていま す。 金融・ 経済を取り 巻く 環境

がめま ぐ る し く 変化する 中、 J-F L E Cも 学びの

歩みを 止めず、 国民やJ -F L E C認定ア ド バイ

ザー、 金融機関、 その他関係団体の皆様と 一緒

に成長し ていき ま す。

J -FL E Cの活動については、 J -F L E Cの公式

ウ ェ ブサイ ト や各種S NS の公式アカウ ント でお

知ら せし ま す。 ぜひJ -FL E Cのウ ェ ブサイ ト や

S NS アカウ ント をチェ ッ ク し てみてく ださ い。

あんどう 　 さ と し

1977年慶應義塾大学法学部卒業、 ㈱東京銀行（ 現㈱三菱UFJ銀行） 入行、 本店営業部・ ニュ ーヨ ーク ・ 大阪支店・

人事・ 日本国債ト レ ーディ ング・ 外国債券ポート フ ォ リ オ運用・ 法人営業企画・ 合併委員会小委員会事務局・ 検査

企画・ 資産運用企画（ 副部長）・ ジャ カ ルタ 支店（ 支店長） を経て、 2007年㈱三菱東京UFJ銀行退職。

2007年オムロ ン ㈱入社、 常勤監査役、 2011年執行役員経営IR室長、 2015年執行役員常務グロ ーバルIR・ コ ーポ

レ ート コ ミ ュ ニケーショ ン 本部長、 2017年６ 月取締役に就任、 社長指名諮問委員会、 人事諮問委員会、 報酬諮問

委員会 各副委員長、 2023年６ 月オムロン㈱退社。 2024年４ 月より 現職。

（ 参考） J-FLEC公式

ウェ ブサイ ト

（ 参考） X公式

アカ ウント


